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1.はじめに なぜノーマリゼーションか

高齢社会を迎えて、高齢者に対する教育や福祉の問題も数多く議論されてきている O しかし、

その議論においては、非常に画一的な高齢者像が描かれているように思われるO 教育や社会参

加の場面で描かれる高齢者像は「健康で活発な高齢者Jに偏り、他方、福祉の場面において描

かれる高齢者像は「要援護・要介護の高齢者」に偏る傾向が強liといえよう O 後者においては

特に、「寝たきり」や痴呆症の高齢者がクローズアップされているように思われるO

高齢者が学習するということに非常に関心を持ってきた筆者は、このように学習主体として

イメージされる高齢者像が「健康で活発な高齢者」に偏る傾向に対して疑問を抱いていた。画

一的な高齢者像を設定することは同時に、学習への可能性を閉ざしている 「健康で活発」

でなければ学習できない一一ようにも思われ、非常に違和感を持ったのである O なぜ「健康で

活発」であることが学習の前提とされるのであろうか。「健康で活発」でなければ学習は不可

能なのであろうか。そうであるならば、その際の教育観・学習観とはどのようなものなのであ

ろうか。高齢者にとって「学習する」ということは何を意味するのであろうか。このような問

題意識から、筆者は卒業論文において、要援護・要介護の高齢者、特に痴呆性高齢者の「学習」

の可能性について考察することを試みた。そして、従来の高齢者学級や高齢者大学などにおけ

る学習活動ではなく、小規模ケア施設である「宅老所Jにおけるケア方針に注目し、そのケア

方針から高齢者が「学習」することの意味を新たに導き出そうとしたのである O

このような筆者の問題関心がノーマリゼーション理念と結びついたのは、「宅老所」におけ

る rTあたりまえ』の生活」というケア方針においてである O その生活とは、家庭的雰囲気の

中で、季節を感じ、好きなときに好きなことをするというものであり、要介護状況になっても、

我々にとって「あたりまえ」となっている日々を送ることであった。筆者は、そのような環境

を「ノーマリゼーション理念を生かしたものである」と言及したのである O

筆者が「宅老所」におけるこのような実践をノーマリゼーション理念と結びつけて理解しょ
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うと考えたのは次のような理由による O それは、「宅老所」の実践が、利用する高齢者の食事

や排出などの行動に対し、必要であれば十分な介助を行うという「特別なケア」の体制を整え

る一方で、あくまでも iTあるがまま』の日常」に沿った生活を目指していたということであ

るO つまり、このような実践は、「できる/できな liJ という外部の基準から高齢者の活動内

容を限定し、生活を組み立てていくものではなL、。そうではなく、「その人らしくある」ため

の生活が送れること、そのことを十分尊重した上で必要となってくるケアのあり方を模索した

ものである O 筆者には、このようなケアの方針にこそノーマリゼーション理念が実現されてい

ると思われたのである O

さらに、そのような実践には、「老いてしまった高齢者」としての rliま、ここ」の問題だ

けに焦点を当てるのではなく、個々人の人生全体を統合しようとする視点が内在しているとも

いえる O よって、「健康で活発な高齢者」という画一的な高齢者像が学習主体者として描かれ、

展開される傾向が強li高齢者教育のあり方を再検討していく上でも有効な視座を与えてくれる

ように思われたのである O

以上のような経緯から、筆者はノーマリゼーションの理念に注目し、その概念構造を理解し

たいと考えるようになった。本稿では、そのための基礎的な作業として、ノーマリゼーション

原理の代表的な提唱者であるニルジェ (B.Nirje) とヴォルフェンスペルガー (W.

Wolfensberger)の議論を概観してみたliO 

2. ニルジェとノーマリゼーション原理

2-1 ニルジェの経歴

ニルジェは、 1924年スウェーデンに生まれた。ウプサラ大学社会学部、ストックホルム大学

文学部を卒業した後、アメリカのエール大学、フランスのソルボンヌ大学に留学し、比較文学

の修士号を取得している O その後、文化ジャーナリストやラジオの通信員などを経て、 1956年

11月、スウェーデン赤十字社のオーストラリア事務所の社会福祉担当官に任命される O そこで

彼は、ハンガリ一難民のために設置された古い軍事施設における、収容能力を超えた人々の生

活を目の当たりにすることになる。さらにその後も、スウェーデン脳性小児麻マヒ者擁護団体

の事務局長に任命され、子どもの発達にとってよりよい環境づくりを目指した活動を展開させ

ていくのである O これらの経験は、「大集団の『大量管理型』施設の中で生きることによる、

屈辱、不安、未来への恐怖という異質でノーマルでない負担を実感し、社会において正当な発

達の機会を作り出そうとする、努力、闘い、そして深い人間の熱意を実感するようになっ

た。JIと後に述べているように、ノーマリゼーション原理を展開するに至るニルジェの基本的

な人間観、問題意識を養うものであったと考えられるo 1961年には、スウェーデン知的障害児

童・青少年・成人教育連盟 (FU B)の事務局長兼オンブズ、マンに任命され、そこで出会った

カール・グルンネワルド (Grunewald，KJや、デンマークにおけるノーマリゼーション提唱

者のニルス・エリック・パンク ミケルセン (Bank-Mikkelsen， N. E.)に強い影響を受け、

l 協力し合うようになるO そして、どこの国においても実行でき、妥当性を持つノーマリゼーショ

ン原理の必要性を強く認識するようになり、数多くの講演や施設訪問を通して、 1969年にノー
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マリゼーションの原理を体系化するに至るのである O

このように、ニルジェのノーマリゼーション原理は、自身のさまざまな経験を通して培われ

た人間観に基づき、帰納的な方法でその理念を発展させていったといえる O

2-2 ニルジェのノーマリゼーション原理

以下、ニルジェのノーマリゼーション原理を 1)個人の尊厳、 2)権利の平等、 3)自己決

定 Cself-determina tion)、 4)自立Cindependence)の 4点を中心に概観する O なお、上述

の通り、ニルジェは主に精神遅滞者にかかわる経験を通してノーマリゼーション原理を展開さ

せていったため、それが精神遅滞者を中心とした議論であることは、あらかじめ留意しておく

べき点であろう O

1 )個人の尊厳

前述の通り、ニルジェのノーマリゼーション原理は、大型収容施設での処遇に対する強い

批判意識に端を発している O そして、ニルジェがノーマリゼーション原理を確立する際の原

動力となったのは、施設は結局のところ行き止まりであることを示す必要性であった。では、

彼は施設における処遇の何に限界を感じ、ノーマリゼーション原理を求めたのであろうか。

「スカンジナビア視察員のアメリカ施設考J(1969) という論文は、ニルジェが1967年に

アメリカの大型収容施設を視察した時のことを記したものであり、 1969年のノーマリゼーショ

ン原理の成文化に至る際の、彼の基本的な人間観を知ることができる論文であると考えられ

るO 同論文では、 ドアもないような巨大な共同寝室で、ただ漠然とうずくまっているだけの

時間を過ごす精神遅滞者の生活状況が具体的に記述され、絶対的な職員不足、職員の手聞を

省くことのみを考えたような建物の設計や生活プログラムの問題点が指摘されている O

ニルジェの批判は、このような大型収容施設の処遇がただ人間性の無視と非個人的な生活

条件を提供するにとどまるものであり、そこに住む人が全く個性を喪失するような状態にあ

ることに向けられている O すなわち、その批判の前提としてあるものは人間の尊厳であり、

誰しもがそれを有していて、それは常に尊重されねばならないというこルジェの信念である O

同上の論文の冒頭に引用されている、「かけがえなく生まれてきたのに、運悪く生まれてき

たと信じるようになってしまう。Jという詩人の言葉からも、こうしたニルジェの姿勢をう

かがうことができる O つまり、ニルジェの実体験は、彼にまず人間の尊厳というものを確信

させるものであったといえる O そして、その体験からノーマリゼーション原理を採用したこ

とを考え合わせてみると、「個人の尊厳」は、彼のノーマリゼーション原理の根底をなす理

念でもあるといえよう O

2 )権利の平等

ニルジェは、人間の尊厳とは誰もが同様に持っているという信念を持っていた。それぞれ

の人間的な価値は平等だという信念である O ここで、平等であるということは、個々人が

「同じ」であることではなく、「違うまま」であることによって達成される O ニルジェは、そ
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の「違うまま」にあるための機会を平等に保障できる社会を志向しているのである O

ニルジェは、ノーマリゼーション原理を「社会の主流 (mainstream) となっている規範

やパターン (the.norms and pa tterns) にできるだけ近い日常生活のパターシや条件

(condition)を精神遅滞者に可能にすることJlと定義しているOよりわかりやすく言えば、

「社会の主流となっている規範やパターンにできるだけ近い日常生活のパターンや条件」と

は、社会のほかのメンバーのライフスタイルとこの上なく近いライヲスタイルのことであるO

しかし、生来の障害に加え、社会的な理解が十分に得られていないことから、そのようなラ

イフスタイルを送ることには困難が伴う O よって、精神遅滞者がそのようなライフスタイル

を確立するための機会と援助を社会が提供していくことが必要であり、それが「精神遅滞者

に可能にすること」である O

このように、ニルジェは精神遅滞者が日常生活を平等に送ることができる社会を目指して

ノーマリゼーション原理を定義しているO それは、精神遅滞者も社会において他者と同じく

平等に存在することができることを目標としたものである。

ここで、留意しておきたい点がある O それは、「平等に存在する」ということが、ほかの

人々と「同じようなリズムで生活するJ、「同じような環境のもとで暮らす」というように、

精神遅滞者の生活を他者の生活とただ「同じ」ものに近づけるという結果のみに焦点を当て

たものではないということである O ニルジェは、ノーマリゼーション原理についての最もよ

くある誤解は、「人々をノーマルにするJことであるとしている九彼は、ノーマリゼーショ

ンは、隣人の半数がすることや専門家がよいとするようなことを基準として、その基準に精

神遅滞者の行動を一致させようとするものではないと明確に主張している O そうではなく、

精神遅滞者もほかの人々と同じ権利、責任、機会を持つこと、そしてそのための援助が提供

されることだというのである O つまり、ニルジェのノーマリゼーション原理は、精神遅滞者

が結果として送っている生活に至るまでのプロセスを問題にしているといえよう O そこには、

個人の個性を発揮したり、選択する機会が含まれる o rl ¥かなるリズムで生活するか」、 rl¥

かなる環境のもとで暮らすか」ということを選択する権利とそれに対する責任は、可能な限

り個々人に託されているのであるO つまり、精神遅滞者は、それぞれ自由に異なった選択が

できるということで、真に「平等」となる権利を獲得するのである。

このように、ニルジェのノーマリゼーション原理は「権利の平等」を組み込んでいるが、

それは、個々人の「選択や願い、要求 (thechoices， wishes， and desires) J'が尊重される

べきことを明らかにするものである O さらに、その「選択や願い、要求」が個々人のアイデ

ンティティを確立するものであることを考えるならば、「権利の平等Jとは、個々人はそれ

ぞれ異なったままであるはずであり、そうあるべきことを前提として提起されるものなので

ある O

3 )自己決定

個々人がそれぞれ異なっているための権利が平等に与えられたとして、次に、実際、個々

人が自分の「選択や願い、要求」をいかに主張していくかということが問題になってくるO
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そこで¥ニルジェが強調するのが「自己決定Jfiである O

ニルジェは、 1972年に「自己決定の権利」という論文を発表しているが、そこで「障害者

も一個人として生き抜いていかねばならず、人生を通じて、自己のアイデンティティを自分

にも他人に対しても明確にしていかねばならな l'Jと述べ、そのための有意義な行為として

自己決定を位置づけている O つまり、ニルジェのいう自己決定とは、自分自身が自らの「選

択や願い、要求」を認識し、自己主張していく一一他者に伝えていくことなのである O それ

は、自立へ向けたプロセスでもあるO

さらに、同上の論文におけるニルジェの主張をまとめると、個々人に期待される自己決定

に必要な要素としては、次の 2つがあるように忠われる。それは、自己の「選択や願い、要

求」を適切に把握し、それを社会に発信していくための能力を身に付けることと、積極的な

「自己イメージ」や「自尊心」を抱き、自己決定を行うための自信をつけることである O そ

して、これらを実現するために、社会的なバックアップが必要となってくるのである O つま

り、前者の能力は、それぞれの障害の程度に応じた特別な教育やトレーニングといった環境

が社会的に整えられることによって形成され、後者の自信は、より実践的なトレーニングや

社会参加を経験する機会、「やればできるj という機会が提供されるよって養われるのであ

るO

このように、精神遅滞者が自己決定を行っていくためには、個人的な障害による困難が伴

うものであるし、社会的にも特別な援助が必要とされる O しかし、それでもあえて主張され

るのは、自己決定のプロセスを通じて得られる効果が高L、からである O ニルジェによれば、

社会における自己決定の経験は、自己を表現するという欲求を満たし、自己の存在意義を実

感し、一般市民としての尊敬を受けることになり、自立への有効な手段ともなるのである日。

4 ) 自立

ニルジェの議論を突き詰めていけば、最終的に精神遅滞者の自立という問題にたどり着く O

上述のように、彼らが、場合によっては特別な教育やトレーニングを受け、「選択や願い、

要求」を自己認識し、自己決定していくべきであるとするのは、そのことによって、彼らが

自身の立場を明確にし、自身の生活を自分で管理する一一自立を達成することができるよう

になるためなのである O この意味で、ニルジェの論考の特徴として、非常に当事者性が強い

ことを挙げることもできょう O

また、ニルジェがこのように自立を重視する理由については、次の 2点が考えられる O 第

一に、権利の平等のためである O ニルジェは、個々人が自立していくことはノーマルなこと

であり、精神遅滞者であるがゆえに自立への道が妨げられてはならないと考えている O 例え

ば、精神遅滞者が大人になっても親と一緒に暮らしつづけるのはノーマルではなく、親元を

離れ、できるだけ自立して自分の生活をおくることがノーマルなのであるO よって、ニルジェ

は、ノーマリゼーション原理を適用することで、精神遅滞者それぞれの好みや能力に見合っ

た援助を提供し、自立への道を開くことを重視するO それは、自立へ向けた平等な権利、機

会が個別の状況に応じて用意されているということである O そして第二に、自立へ向けたプ



京都大学生涯教育学・図書館情報学研究 vol.1. 2002年

ロセスの持つ有効性のためである O そのプロセスは、本来人間全ての発達において有効なも

のだとされているが、決して精神遅滞者であるがゆえにその効果が変わるわけではない。そ

れは、精神遅滞者にとっても、他者と違う自分を発見し、主張していくために有効なプロセ

スなのである O

以J二、ニルジェのノーマリゼーション原理は、個人の尊厳を尊重し、個々人の差異を差異

のままとして主張できる権利の平等を説いているO そのために、精神遅滞者が自己決定を行

い、自立していくことを促しているのであるO さらに、特筆すべき点として、ニルジェはこ

れらのことをただ精神遅滞者個人に訴えかけたのではなく、社会全体に訴えかけたというこ

とが挙げられよう O そして、社会における保障体制を整えようとしたのである O

3. ヴォルフェンスペルガーとノーマリゼーション原理

3-1 ヴォルフヱンスベルガーの経歴

ヴォルフェンスペルガーは、 1934年ドイツに生まれ、 1950年にアメリカに移住しているO シー

ナ大学で哲学を専攻し、その後セントルイス大学、ジョージ・ピーポディ一大学でそれぞれ、

心理学と教育学の修士号、心理学と特殊教育の博士号を取得している o 1964年から1971年の問、

オハマのネプラスカ精神医学研究所、トロントの精神遅滞研究所で研究員として勤める傍ら、

1969年初頭からノーマリゼーションの定式化を試み始めているO ヴォルフェンスペルガーがノー

マリゼーションの原理に関心を持つようになった背景として、彼自身により十分な理由が語ら

れているわけではないが、 1960年代からアメリカにおいて「脱施設化運動」が活発に展開され

るようになったこと、そしてノーマリゼーションへの言及を始めるのと同時期に、大型収容施

設に関する彼の論考が目立っていることから9、ニルジェと同様に、大型収容施設への批判意

識がその出発点であるといえよう O

しかし、彼の論が社会学や心理学を基礎としていることは非常に特徴的である。彼は社会学

の分野から引き出した「逸脱 Cdeviancy)J.という概念を巧みに利用することによって、その

逸脱状態を生み出す社会のメカニズムを描き出すのであるO ニルジェが経験に基づき帰納的に

原理を発展させていったのとは、非常に対照的である O

このように、ヴォルフェンスベルガーに関しても、ノーマリゼーションの原理を展開させて

t ¥く発端となったものは、大型収容施設における処遇の現状であるO しかし、行政官と研究者

という立場の違いによる経験の違いにも左右され、その基礎となる価値観は、ニルジェと大き

く異なっているといえよう O

3 -2 ヴォルフェンスペルガーのノーマリゼーション原理

ヴォルフェンスベルガーのノーマリゼーション原理は、「可能な限り文化的に通常である個

人の行動や特徴 Cbehaviorsand characteristics)を確立したり、維持するために、可能な限

り文化的に通常となっている手段を利用することJIOと定義されているO注目すべきは、「文化

的に通常となっている個人の行動や特徴を確立したり、維持する」ということを定義中に明記

している点である O このことによって、彼の提唱する原理は、「個人のノーマリゼーション化」
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を含むものとして多くの批判をあびることになったのである O

では、なぜヴォルフェンスペルガーは、個人の変容をもその定義に含みこんだのか。このこ

とを理解するためには、ノーマリゼーション原理を提唱する上での彼の理論的な立場を明確に

することが必要であると考えられる O 以下、「逸脱」と「役割期待(1'o1eexpectancy) Jとい

う概念を中心に考察をすすめていきたl¥0 

1 )逸脱

ヴォルフェンスペルガーのノーマリゼーション原理は、対人処遇において処遇を受ける人

の問題状況を「逸脱」状態として捉え、それを是正する方向へと向かっていることがその全

てである O

「逸脱」とは、ある個人の目立った特徴(差異)が、社会によって否定的に価値づけられ

る一一否定的に「ラベリングClabe1ing)Jされるために形作られるものである O ゆえに、

その逸脱状態は、機能上の障害を持っている人だけではなく、他者と明確に異なる特性を有

する人にもあてはまる O 例えば、目立って背が高い人、低い人、太っている人、痩せている

人、そして民族的・人種的マイノリティなども「逸脱している人 (personsas being 

deviant) JII となる O ヴォルフェンスベルガーのノーマリゼーション原理は、このような逸

脱の概念を用いることによって対人処遇一般に適用されるのである O

さらに、逸脱がある種の差異への否定的な「ラベリング」によって生じるということは、

「見る側」が逸脱状態を作り出しているということである O つまり、逸脱状態は、その差異

を有する個人がl¥るために存在する問題ではなく、その差異に消極的な価値づけを行う他者

がいることによって存在する問題なのである O ゆえに、逸脱状態を捉えるためには、個人と

社会との関係性の中で問題を把握することが不可欠になってくる O その枠組みから分析する

ことによって、ヴォルフェンスベルガーは、逸脱状態を是正する糸口を見出そうとするので

ある。

2) 1役割期待」とその循環性 (ci1'cu1arity)

では、ある個人が否定的な価値づけによって「逸脱している人」とみなされたとして、そ

の逸脱状態は、他者との関係性の中でどのように維持されるのであろうか。本稿では特に、

ヴォルフェンスベルガーによって用いられた「役割期待」という理論をベースとしてこれを

考察していきたl¥0 

「役割期待」とは、ある特定の地位・集団の人々に対して、ある特定の行動をとることが

期待されるということである O 例えば、子どもに対しては子どもらしい行動を期待するよう

なことである O つまり、「逸脱している人」に対して、他者がその逸脱に対応させたその人

の役割を作り I二げ、期待するのである O

そして、その「逸脱している人」もただ役割を期待されるだけではなL、。その「役割期待」

に強く影響され、期待通りの行動をとってしまうのである O 結果として、彼は「逸脱してい

る人」のままであり、その後、その逸脱状態に対応した別の「役割期待」を与えられるとい

ハ同
υ
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うことが再び繰り返されていくのである O つまり、このフィード、パックしていく循環性が彼

の逸脱状態を維持することになる O ヴォルフェンスペルガーは、この悪循環を非常に問題と

しているのである O そして、悪循環から「逸脱している人」を救い出すことこそが、その逸

脱状態を是正することであると考えている O

このように、ヴォルフェンスペルガーは、社会の持つイメージから逸脱状態が形成、維持

され、「逸脱している人」がそのイメージ通りの役割を行うという一定のパターンから逸脱

の問題を分析している O そこでは、他者との関係性の中で逸脱状態が分析されているわけで

あるが、彼の描き出すその関係とは、社会はイメージを抱く側、価値づけを行う側であり、

「逸脱している人」はそれに反応する側、左右される側である O つまり、ある個人が社会に

おいてどのように見られているかということが、その人に逸脱状態をもたらすかどうかの決

定的な要素となっているわけである O このように、ヴォルフェンスベルガーは、「逸脱して

いる人」に対する社会的イメージから逸脱状態が始まる-悪循環が始まる-ーものとして

逸脱の問題構造を把握しているO ゆえに、その社会的イメージを良くすることによって、彼

がノーマリゼーション原理の究極の目標として掲げる「逸脱状態の是正」が達成されるので

あるO

3 )逸脱状態を是正するための 2つのアプローチ

では、社会的イメージを良くするためにはどうすればよいのであろうか。ヴォルフェンス

ベルガーの理論によると、それに必要なアプローチは次の 2つに大別される。その 2っとは、

①「逸脱している人」を取り巻く環境を整備し、社会の側から個人の受容を図ること、②

「逸脱している人」自身の変容を期待し、個人の側から社会への適応を図ることである O ① 

は、社会の中で「逸脱している人」の置かれている状況を逸脱Lていないものに近づけるこ

とで、彼らを「逸脱している」と見なしていた社会の見方を変えることである O つまり、社

会的な逸脱要因を解消することになる O ②は、「逸脱している人j の側が逸脱状態をもたら

している自らの行動や特徴を逸脱していないものに変容することによって、実質的に逸脱し

ていないような個人の状態を作り出すことである O つまり、個人的な逸脱要因を解消するこ

とになる。以下より、①を社会的なアプローチ、②を個人的なアプローチとして、ヴォルフェ

ンスベルガーのいう逸脱是正の方策を具体的に見ていきた liO

① 社会的なアプローチ

ヴォルフェンスペルガーの理論の中で、社会的な逸脱要因を解消するための手段として

考えられるのが、「統合Cintegration)Jと「逸脱の並置 (juxtaposition)Jである O

まず、統合について、ヴォルフェンスペルガーは次のように具体的に説明している O

「地域に溶け込んだ家で、文化的に通常の地域環境の中で生活すること、年齢相応の方法

で移動ができ、他者と意思疎通ができること、そして典型的な地域社会の諸施設一一発達

を促す教育施設、社会施設、レクリェーション施設、宗教施設、病院やクリニック、郵便

局、商庖やレストラン、職業安定所など を典型的な方法で利用できることである J1ZO こ
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の定義を見る限り、ヴォルフェンスペルガーの統合の理論は、ニルジェと同じ平等主義的

見解である O だが、以下にその構成要素をみていくと、彼の統合理論が社会の偏見を生ま

ないための手段となっていることは明らかで-ある O

ヴォルフェンスペルガーによると、統合には物理的統合と社会的統合がある O 物理的な

統合は、「逸脱している人」への処遇サービスに関連する建物の物理的な状況を問うもの

であり、①建物の場所が地域社会に溶け込んでいること、②プログラムが地医の特性に見

合っていること、③アクセスしやすいこと、④地域社会にとって差し支えない程度の規模

であることーバランスよく分散されることの 4点に大きく分類されているO ヴォルフェン

スベルガーは、これら物理的統合のみで真の統合が達成されるとはしておらず、それはあ

くまでも、「逸脱している人」と「逸脱していない人」との相互作用のための「場」を用

意するだけのものして捉えている O 他方、社会的統合は、このような「逸脱している人」

の「物理的な受け入れ」だけでなく、社会的な受容をも達成しようとするものであるため

に、統合に不可欠の要素としてより重視されるものである O それは、①より一般的なシス

テム・プログラムの中で「逸脱している人」が行動できるように取り計らうこと、②サー

ビスや施設の呼び名に配慮すること、③クライエントの呼び名に配慮すること、④建物の

外観に配慮することの 4点に大きく分けられている O つまり、社会的統合とは、物理的統

合より徹底して、「逸脱している人」を受容していけるように周囲の人々の意識を高めて

いくものであるといえる O

このように、ヴォルフェンスペルガーは、ただ物理的な次元のみから逸脱状態を考慮す

るのではなく、人々の抱くイメージを左右する、あらゆる次元の逸脱要因を考慮すべきこ

とを強調している O そして、社会的な受容を達成するための手段として統合を位置づけて

いるのであるO

次に、「逸脱の並置」については、「逸脱している人」の逸脱イメージを増幅させるもの

としてヴォルフェンスペルガーによって強く否定されている O その「並置」とは、「逸脱

している人」同士の相互交流、もしくは「逸脱している人」と逸脱イメージのあるものと

の接触である O 例えば、「逸脱している」とされるクライエントの処遇に「逸脱している」

とされるスタッフが配置されたり、「逸脱している人」のためのサービス施設が積極的に

イメージされにくい場 墓地やごみ捨て場など に近接していたり、マイナスイメー

ジをもたらすような名称を与えられていたりすることであるO ヴォルフェンスベルガーは、

このように同じ箇所に集まる逸脱イメージがその数を増すにつれ、「逸脱している」とい

う社会的イメージをより強固にしてしまうため、逸脱している人や事象がかかわり合うこ

とを強く否定しているのである o I逸脱している」という社会的イメージがより強固にな

るということは、逸脱状態、を是正することがより困難になるということなのである O

このように、社会的なアプローチでは、「逸脱している人」を取り巻く環境を操作する

ことによって、「逸脱している人」へ抱かれる社会的イメージを改善していこうとするも

のである O そして、「逸脱している人」の社会的な受容を達成することによって、その逸

脱状態を是正しようとするのである O
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② 個人的なアプローチ

ヴォルフェンスペルガーはまた、逸脱状態を是正するために、「逸脱している人J自身

が変容することによって、社会に適応していくという方策も提起している O 彼は、「逸脱

している人」自身が逸脱している所以となっているような自身の行動や特徴を通常とされ

ているものに近づけるか、もしくは近づいているように「見せかける (passing)Jこと

さえ必要であるとする O 例えば、ただ歩けるだけではなく「ノーマル」な姿勢で歩くこと

や、障害を目立たせないように髪形を工夫することを要求するのである O このように、

「逸脱している人Jの側にも、「逸脱している」と見られている自身の特徴の軽減、除去を

求めたのは、ヴォルフェンスペルガーのノーマリゼーション原理の大きな特徴であるとい

えよう O

また、上述の統合に再度言及するならば、この個人の逸脱要因の解消にも効果があると

されている O ヴォルフェンスベルガーによると、統合は、「逸脱している人」に対する社

会的な偏見を生まない効果があるだけでなく、限りなく「逸脱していない人」に「さらさ

れる」ことによって、「逸脱している人」自身が「逸脱していない人」を模倣する効果も

あるのである O

このように、個人的なアプローチは、「逸脱している人」自身に逸脱要因の実質的な解

消を求め、彼らに対する社会的イメージの改善を図ろうとするものである O つまり、逸脱

している人」自身の社会への適応により、逸脱状態を是正しようとするのである O

ここで、なぜヴォルフェンスペルガーがノーマリゼーションの定義に個人の変容をも含

めたのかという本章の冒頭の疑問に答えるならば、それが、このように、「逸脱している

人」に対する社会的イメージを変容し、逸脱状態を是正するための有効なアプローチのひ

とつであるとして理解されていたためだといえる O

以上、ヴォルフェンスペルガーのノーマリゼーション原理は、社会の中で「逸脱してい

る人」の位置づけを把握し、その関係性の中で逸脱状態を是正していこうするものである O

それは社会的イメージをまず重視したものであるので、逸脱の是正は、「逸脱している人」

の逸脱要因となっている差異をなくす方向に向かうことで達成されるのである O ニルジェ

が個々人の差異を差異のままとして捉えたのとは非常に対照的であるといえよう O

4. おわ りに

本稿では、ニルジェとヴォルフェンスペルガーのノーマリゼーション原理を概観してきた。

現段階で言える両者の主張の特徴と、それに対する筆者の見解は次の通りである O

まず、ニルジェは、個人の平等な存立を目指し、そのための支援、保障を十分に行う社会を

志向した。彼は、まず個々人の差異を差異のままに受け入れるという平等主義的な見解の下に、

それに対する社会的な支援体制を整えようとしたのである O つまり、個人の存在そのものが持

つ、人間としての価値を重視することから議論を出発させているといえる。だが、個人のあり

のままを問うにしても、それは、モラルや常識といった、ある一定の社会的な通念によって少
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なからず規定されているということ、また、{同人がありのままに差異を主張していくにしても、

その差異に対する既存の社会的なノくイアスを払拭していくことには非常に困難がともなうもの

であるということに関して、更なる言及が必要であるようにも忠われる O

他方、ヴォルフェンスペルガーは、「社会の中で生活する個人」という認識を前提として持

ち、その関係性から個人の生活環境、行動パターンを規定した。つまり、個人の存在が社会の

制約を大きく受けるものとの見解から問題を分析したのであるo I個人のノーマリゼーション

化」についてはその是非が問われるところであるが、このように個人と社会との関係性から問

題構造を把握した点は、ノーマリゼーション原理に新しい分析枠組を提示するものであり、画

期的であるようにも忠われる O だが、個人の変容を促すほと、に社会の影響力が強調されるのに

対して、個人の側が社会に与える影響力は相対的に軽視されており、検討の余地が残っている

ようにも思われる O

このように、一概にノーマリゼーション原理といっても、ニルジェとヴォルフェンスペルガー

において、その目的やプロセスは大きく異なっている O また、それぞれにさまざまな価値観や、

分析枠組によって理論が構成されており、単に一方を非難し、もう一方を支持することもでき

ないといえる O 今後、加えて綿密な比較検討-を行っていくことが課題となろう O

さらに長期的な課題としては、ノノーマリゼーション原理の比較検討から得られた見解をもと

に、高齢者教育のあり方を再検討していくことである O それは、社会教育・生涯学習の文脈に

おける既作の教育観、学習観、そして高齢者観を再検討することでもある O 今後の高齢者教育

の可能性、ひいては生涯学習の新たな可能性を拓いていく上で、これらは非常に重要な課題で

あると考えている O
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